
項目 旧 新

１.

はじめに

②ユーザーは、予め本規約に同意した上でパネル調査サービスの利用を開始するものとします。本規約に同意いただけな

い場合、ユーザーはパネル調査サービスを利用することはできませんので、直ちにパネル調査サービスの利用を中止して

ください。パネル調査サービスを利用する場合、本規約 及びQuestant利用規約に同意したものとみなされます。

③ユーザーは、利用するパネル調査サービスのサービス内容、料金体系を確認の 上、利用するものとします。

②ユーザーは、予め本規約に同意した上でパネル調査サービスの利用を開始するものとします。本規約に同意いただけな

い場合、ユーザーはパネル調査サービスを利用することはできませんので、直ちにパネル調査サービスの利用を中止して

ください。パネル調査サービスを利用する場合、本規約およびQuestant利用規約に同意したものとみなされます。

③ユーザーは、利用するパネル調査サービスのサービス内容、料金体系を確認のうえ、利用するものとします。

２.

サービスについて

①パネル調査サービスは、後述するスクリーニングサービスおよび本調査サービスから構成され、いずれか一方のサービ

スのみを選択して利用することも可能です。なお、利用に際しては、当社による事前審査を行いますので （詳細は後述し

 ます。）、利用希望者が必ずパネル調査サービスを利用できるとは限りません。

②パネル調査サービスに含まれるいずれのサービスも有料であり、ユーザーからの料金の支払いを当社が確認した後に

サービス提供を行うものです。

①パネル調査サービスは、後述するスクリーニングサービスおよび本調査サービスから構成され、いずれか一方のサービ

スのみを選択して利用することも可能です。なお、利用に際しては、当社による事前審査（本規約「３．事前審査につい

てにて規定」）を行いますので、利用希望者が必ずパネル調査サービスを利用できるとは限りません。

②パネル調査サービスに含まれるいずれのサービスも有料であり、ユーザーからの料金の支払いを当社が確認した後に

サービス提供を行うものです。ただし、Questant利用規約「４．有料サービス」②の場合は、この限りではありません。

⑤前項の定めにかかわらず、「４．有料サービス」②の場合は、回答数がユーザー希望数に達しない場合でもパネル調査

サービスにおける調査の実施が適切に完了したものとみなし、利用料の全額をお支払いいただきます。

2-1.

スクリーニングサー

ビス

① スクリーニングサービスは、モニタについてユーザーが希望する属性（性別、年代 及び居住する都道府県等）による条

件設定を行った うえで、ユーザーが作成したアンケートへの回答を回収し、回答内容の集計データを開示 するサービスで

す。

⑥再配信後、当社が指定する一定の期限までに、 前項に規定する数の回答が回収できなかった場合、再配信に係るアン

ケート回収は自動的に終了します。この場合、ユーザーはさらなる追加配信を行うことはできず、当社はユーザーに対し

て 料金の返還を行いません。

①スクリーニングサービスは、モニタについてユーザーが希望する属性（性別、年代および居住する都道府県等）による

条件設定を行った上で、ユーザーが作成したアンケートへの回答を回収し、回答内容の集計データを開示するサービスで

す。

⑥再配信後、当社が指定する一定の期限までに、ユーザーの希望回答数の回答が回収できなかった場合、再配信に係るア

ンケート回収は自動的に終了します。この場合、ユーザーはさらなる追加配信を行うことはできず、当社はユーザーに対

して返金は一切行いません。

⑦前項の定めにかかわらず、「４．有料サービス」②の場合は、回答数がユーザー希望数に達しない場合でもスクリーニ

ングサービスにおける回収の実施が適切に完了したものとみなし、利用料の全額をお支払いいただきます。

2-2.

本調査サービス

① 本調査サービスは、希望する属性（性別、年代 及び居住する都道府県等 ）による条件設定または過去に実施されたアン

ケートへのモニタの回答内容に基づく条件設定を行った うえで、 ユーザーが作成したアンケートへの回答を回収し、回答

内容の集計データを開示するサービスです。

② 本調査サービスに係るアンケート条件の設定画面においては、過去に実施されたアンケートへのモニタの回答内容に基

づく条件設定の場合のみ見込み 数が表示されます が、この情報はあくまで経験則等に基づく予測にとどまり、希望回答数

の全部または一定割合以上が回収できることを当社が保証するものではありません。

⑥ 再配信後、当社が指定する一定の期限までに、 前項に規定する数の回答が回収できなかった場合、再配信に係るアン

ケート回収は自動的に終了します。この場合、ユーザーはさらなる追加配信を行うことはできず、当社はユーザーに対し

て 料金の返還を行いません。

①本調査サービスは、希望する属性（性別、年代および居住する都道府県等）による条件設定または過去に実施されたア

ンケートへのモニタの回答内容に基づく条件設定を行った上で、ユーザーが作成したアンケートへの回答を回収し、回答

内容の集計データを開示するサービスです。

②本調査サービスに係るアンケート条件の設定画面においては、過去に実施されたアンケートへのモニタの回答内容に基

づく条件設定の場合のみ、ユーザーの希望回答数の回収見込みの参考情報が表示されます が、この情報はあくまで経験則

等に基づく予測にとどまり、ユーザーの希望回答数の全部または一定割合以上が回収できることを当社が保証するもので

はありません。

⑥再配信後、当社が指定する一定の期限までに、ユーザーの希望回答数の回答が回収できなかった場合、再配信に係るア

ンケート回収は自動的に終了します。この場合、ユーザーはさらなる追加配信を行うことはできず、当社はユーザーに対

して返金は一切行いません。

⑦前項の定めにかかわらず、「４．有料サービス」②の場合は、回答数がユーザー希望数に達しない場合でも本調査サー

ビスにおける回収の実施が適切に完了したものとみなし、利用料の全額をお支払いいただきます。

３.

事前審査について

②ユーザーは、前項の審査に合格後、直ちにパネル調査サービス費用の支払を完了するものとします。なお、支払方法

は、クレジットカード決済、コンビニ支払い、請求書払いのいずれかの方法で前払いとします。

②ユーザーは、前項の審査に合格後、直ちにパネル調査サービス費用の支払いを完了するものとします。なお、支払い方

法は、クレジットカード決済、コンビニ支払い、請求書払いのいずれかの方法で前払いとします。ただし、「パネル後払

い」のユーザーは、この限りではありません。

新旧対照表
※取り消し線は削除箇所を、下線は加筆箇所を示す。
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４.

回答者の個人情報に

ついて

 ①ユーザーは、パネル調査サービスにおいて回答者から氏名・年齢・住所・連絡先等の個人情報（個人情報の保護に関す

る法律 第 ２条第 １項に定める個人情報（以下 、「個人情報」といいます）を取得してはならないものとします。

①ユーザーは、パネル調査サービスにおいて回答者から氏名・年齢・住所・連絡先等の個人情報（個人情報の保護に関す

る法律 第2条第1項に定める個人情報（以下「個人情報」といいます。）を取得してはならないものとします。

５.

禁止事項

①（6）Questant利用規約の第 １１条（禁止事項）に該当する行為

②ユーザーはパネル調査サービスを利用したアンケート結果を公表する場合は、ユーザー自身の名前で公表を行うものと

し、当社 及び当社提携先企業の 名称・サービス名・ロゴ・商標等は使用してはならないものとします。なお、Questant

サービスを使用してアンケートを実施した旨の記載については、当社所定のルールに従うものとします。

①（6）Questant利用規約の第11条（禁止事項）に該当する行為

②ユーザーは、パネル調査サービスを利用したアンケート結果を公表する場合は、ユーザー自身の名前で公表を行うもの

とし、当社および当社提携先企業の名称・サービス名・ロゴ・商標等は使用してはならないものとします。なお、

Questantサービスを使用してアンケートを実施した旨の記載については、当社所定のルールに従うものとします。

６.

パネル調査サービス

の中止・変更・終了

等

②当社は、当社の裁量により、パネル調査サービスに新しいサービスを追加、変更、終了させることがあり、ユーザーは

それを あらかじめ承諾した上でパネル調査サービスを利用するものとします。

②当社は、当社の裁量により、パネル調査サービスに新しいサービスを追加、変更、終了させることがあり、ユーザーは

それをあらかじ予め承諾した上でパネル調査サービスを利用するものとします。
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